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ひとこと

　戦後50年目という節目の年を迎えた。新年早々から歴史的な大事件

が発生した。一つは天災・阪神淡路大震災であり、二っ目は人災とも

いえるオウム真理教事件である。どちらの事件でも子どもが被害者と

なった。4月14日にはオウム其理教施設から53人の子どもたちが保護

された。だが、マスコミも一般の人々も、保護された子どもたちが被

虐待児であるとの認識はほとんどなかった。一人ひとりの子どもの人

生にこれらの両事件は深刻な影響を与えている。子どものウェルビー

イング（人権の尊厄、自己実現）を確保するために社会的に粘リ強い

援助・保護サービスが提供されなければならない。

　ところで、現在の日本の児童福祉制度の基調となる児竜福祉法は、

昭和22年に制定され、48年nを迎えている。この間日本人の価値観や

ライフスタイルは多様化した。家族も揺れ動き、小さくなった。親族

関係や近隣関係も希薄化ないし崩壊した。伝統的に子育ては親を中心

とした血縁・地縁関係によって行われる私的な行為であった。だが、

結果的に母親の育児負担を増大させ、子育て支援が重要な杜会的言果題

となっている。だが、現状は供給される児童福祉サービスと、子ども

と親が抱えるニーズの乖離が一層顕在化し深刻になっている。現行の

児竜福祉制度は親側に何か事情があって養育上の問題が起こって補完

的・事後的に福祉サービスが提供される。21［ll：紀に向けた子ども家庭

施策のビジョンである「イ・どもの未来21プラン」（厚生省平成5年）で

は、子どもの権利擁護や．了・育て｝こ関する家庭（親）と社会のパートナー

シップの構築を掲げている。その具体的な施策の実現を急ぎたい。

　戦後50年、「児竜保護」から「児竜福祉」へ、さらに「児竜家庭福祉」

へ、そして、権利条約や国際家族年の理念を反映させる意味で「子ど

も家庭サービス」（Child　and　Family　Services）へと施策の名称も変わ

ろうとしている。まさに、救貧的な保護対’策としての歴史を有する児

童福祉施設も子どものウェルピーイングを保障する社会資源へとどう

転換できるのかが問われている。　　　　　　編集委員長・高橋重宏



児童福祉施設の
近未来像をさぐる

　　　　　　　　　　　　　　やま　がた　ふみ　はる
大阪ii’itfr．大牲蹄畔部助搬山縣文治

特
児童福祉施設の近未来像を読む

1．本稿の目的

　行政監察庁は、児童家庭福祉行政に関する平成7

年度第3期（12月から3月）の監察事項として、以

下の内容を示している。

　「……女性の就労の増大等に伴う新たなニーズに

応じた児童の健全育成に係る施策を効果的に推進す

るためには、①措置制度を含めた多様な保育施策の

検討、②保護を要するり己童・乳児の需給に対応した

乳児院、養護施設等の統廃合による総合的な整備、

③母子家庭等に対する生活指導、脳肋足進や経済支

援の方策等について、地域に密着した実施体制の・ド

で各児童に共通する基盤的な施策の充実、質的向上

等を図ることが求められている。

　この監察は、児童の健全な育成を推進する観点か

ら、施設福祉、家庭支援に係る保健・福祉対策等の

実施状況を調査し、関係行政の改善に資するために

実施するものである。」

　ここにみられる現状認識としての第1点は、ここ

2～3年保育関係者の話題のr｝］心となっている保育

所および保育制度改革に関するものである。厚生省

関係では、昨年1月「保育問題検討会報告書」が出

され、措灘制度に対’する保守的な見解と、一部自山

契約制度の導入により措置制度の改革をH指す見解

との問で調整がつかず、両論併記という形で、いわ

ば一’時休戦状況となった。しかしながら、国関係機

関からは、さらにこの検討を積極的に統けるように

ということであり、外部的追求の乎が止んでいない

というのがこの指摘であるmしかも措羅制度が現行

の施策であることを考えると、この指摘は措；’辻制度

以外の多様な保育施策を検討すべきことを事実上指

摘していると考えることができる。

　第2点は、いわゆる弓掛レポートに始まる一迎の

養護関係施設改革の流れを受けるもので、昨年夏、

大泉家庭福祉課長の発言で話題となった内容の一部

を示すものである。この間の経過を踏まえると、「等」

のlllには、情緒障害児短期治療施設と教護院の関係

の整理、さらには、虚弱児施設、母子寮まで含めた

児旗福祉施設の再編成による総合的な整備の検討が

指摘されているものと考えられる。

　第3点は、必ずしも明確な意図は読み取れないが、

引き続き増力llし続ける離婚件数（平成5年で｝よ188．297

組、2分47秒に1組で継統的に記録更新ll「）および

離婚率（平成5年では1．52で、11召和58年の1．51を越

え史L最高を記録）と関係があるものと考えられる。

生活保：vaに占める母子』IU：帯の測合、児童扶養手当関

係諸費の増大等への行政の目は厳しい。11乍年、今年

と話題となった奈良県および京都府での未婚の母の

子における父親の認知と児童扶養毛当との関係等を

考えると、ここに言う　「経済支援」は金銭給付とい

うことではなく、経済的ド1立の支援と解するほうが

無難なようである。

　また、最後にある「地域に密薪した実施体制」と



は、たとえば、高齢者福祉や身体障害者福祉にみら

れるような、施設福祉と在宅縞祉をil川∫村次元で一

JC的に供給する体制、いわゆる地方分権化を意昧す

るものと考えられる。

　高齢社会に対’応する福祉改革としてのi掲齢者対策

が最終段階を迎えつつある今、エンゼルプランに代

表される少子社会対策と並行的実施が求められてい

るのが現段階であり、その中で、歴史的に大きな役

割を果たしてきた児帝福祉施設の2］世紀像が模索さ

れているlt本稿では、個別の児童福祉施ii化に関する

議論ではなく、極めて包括的な議論としてこのこと

を考える．

2．社会福祉改革と児童福祉施設

1）社会福祉改革の経過

　杜会福祉は今日、改革第3期にある。第3期に至

る歩みと、各時期の特徴を整理すると、以．ドのよう

になるe

　第1期は、高齢社会への加速度ll勺な突入が明らか

となった昭和40年代後半から昭和50年代後半にかけ

ての時期である。この時期の特徴は、肥大化する中

央政府対策および迫り来る高齢社会に円滑に移行す

るため、保健、医療、福制：等の個別領城を越えて、

基本的な行財政構造を変革しようとするところにあ

ったdiそれを典型的に示すのが、臨時行政調査会に

よる数次にわたる答申である。福祉領域では、高齢

社会への1炊着陸、福祉元年、福祉見直しなどの言葉

が繰り返し使川された時代である。

　第2期は、昭和50年代後半から平成初期までの時

代であり、第】期の改・1’1：内容を個》11領域でより具休

化することが求められた。福51：領域では、この時期、

杜会福制：三審議会介同企画分科会による意見膓‘↓巾が

川され、ノーマライゼーションを核とする福祉理念

の転換、地域福祉あるいは分権化の推進、サービス

Iti」　界の　り↓　F）1．　と　
1
）
I
M「

実施休制の調整等の考え方が打ち出された。また、

「社会福祉上および介護福祉．1：法」に代表される、

人材確保の必要性が指摘されたのもこのll寺期である。

これらを法n（」に進めたのが、社会福祉関係8法の改

正ということになる。

　第3期は、」1械初期以降今日に至るまでグ）時期で

あり、高齢者福祉、児童福祉等の個別領域で、第2

期の提言を具休的に実現することが求められている。

高齢者福祉領域では、すでに、ゴールドプランに基

づく地方高齢者保健福祉計画の策定と、その実施に

向けての取り組みが開始されているし、これに続い

て、児童福祉領域でのエンゼルプラン、地方版エン

ゼルプラン、さらには障害者領域でも同様の方向が

検討されている。また、児童福祉領域を中’C・に起こ

っている出来事として、今日のニーズに合わせた統

廃合を含む施設の再編成もこの期の特微である、，こ

のような連続した流れとは別に、再度第］期に立ち

戻ったような改革も一部ある。すなわち、措置制度

のカバーする範囲に関係するもので、介弛保険制度

や、保育所改革論争などであるn

2）社会福祉改革第3期の課題

　社会福祉改革第3期の課題は、端的にいうと、ニ

ー
ズあるいは利川’者視点に：・フニったサービス改革とい

うことになる、，杜会福祉の援助理念が保護的福祉観

から脱却する契機となったのは、ノーマライゼーシ

ョン理念の浸透である。ここには、福祉施策推進の

公的責任という認識があリ、社会的責任で．あるから

保護的、慈善的に行われるべきではなく、基本的な

礼会制度と同列で右｝：ir［づけられるべきものという考

え方があった。

　ところが、このノー一マライゼーションという言葉

が、少なくともわが国においては、当初の理念とは

異なり、サービス供給側の論理で展聞されていると



考えられる節がある。歴史を振り返ってみるとき、

これは「親亡き後への願い」を込めた知的障害者の

親の運動として起こり、さらに「自らの生きざま」

を問う身休障害者本人の運動へと転化、その後瞬く

間に福祉の一般理念として普及していった。しかし

ながら、今日これを最もよく使用する領域は「高齢

者は住み慣れたまちでの在宅生活を望んでいる」と

いう信念に基づく高齢者福祉領域であり、その際の

使用主休は、行政または研究者と称する人である。

　今日、子ども家庭福祉領域では、社会的支援とか

ウエルビーイングという言葉が使用されることが多

いが、これは、主体を生活者たる子どもおよび家庭

におくものである。QOLという考え方にも、これ

と共通の思想が感じられる。これらは、一人ひとり

の多様な生きざまを是として、公的にこれを支援し

ようとする態度を示している。ノーマライゼーショ

ンが、一定の権利剥奪状況にある人に対する、サー

ビス供給側の譲歩のようなイメージが一部にみちれ

るのに対’し、これらの理念はすべての人を視野に入

れたものということができ、杜会的支援の理念とし

てよりふさわしいものと考えられる。

　これと同義的言葉に、「選別的福祉から選択的福祉

へ」があるが、これはサービス供給側がサービス利

用者を選ぷのではなく、利用者がサービスメニュー

の中から必要なサービスを選ぷということである。

したがって、提示されるサービスメニューは行政的

価値観であまり制約されるべきでなく、市場化され

たサービスまで含めた広範なものということになる。

ここでの公的責任は、直接供給すべてを公的に実施

することではなく、安全基準の維持や、不服申し立

てを含む利∫F堵の権利擁護｛制1度の確立などにある。

3．児童福祉施設改革への取り組み

1）児童福祉施設界の動向

4

　要養護児童問題あるいはその周辺領域に位置する

問題に対応する児童福祉施設の基本的枠組みが構築

されたのは、昭和20年代前半、児童福祉法の制定時

であり、その中で、乳児院、養護施設、母子寮、教

護院が設置された。さらに昭和25年、療育施設の分

離によって、虚弱児施設が肢体不自由児施設ととも

に独立、やや遅れて、情緒障害児短期治療施設（昭

和37年）が設置された。その後、障害児関係の施設

がいくつか新設されたが、いわゆる養護関係施設の

枠組みは大きく変わることはなかった。

　ニーズの著しい変化にも関わらず、枠組みの基本

を変えなかった結果が、ミスマッチあるいはグレイ

ゾーンの拡大である。また、児童の権利に関する条

約の成立およびわが国の加入があり、それに基づい

て、児童家庭福祉理念およびサービスの変革、ある

いは児童福祉法の理念の実態化が要請されている。

すなわち、児童福祉施設改革の必要性は、理念改革

と実態改革という両側而からの要請となっているの

である。

　これらを、厚生省関係の報告書等でより明確に示

したのが、「養護問題に関しても、入所児童の状況の

変化を踏まえ、養護施設、乳児院のほか、虚弱児施

設、情緒障害児短期治療施設、教謹院なども含め、

施設の機能と体系についての検討を進めていく必要

があろうJとした『子供の未米2ユプラン研究会報告

：喬（平成5年7月）であり、情緒障害児短期治療施

設の年齢制限をはずし、不登校児への積極的対応と、

教護院の名称変更等の必要性を指摘した「児童の健

全育成に関する意見」（中児審家庭児童健全育成対策

部会、平成6年2月）などである。冒頭に紹介した

行政監察庁の監察事項も、これらの延長線．ヒにある

ものと考えられる。

　このような状況と前後して、児童福祉施設界にお

いても、改革に向けて組織的な動きが活発となった。



改革に向かう従来からの自助努力と、環境の変化あ

るいは改革への外圧とがあいまって、児童福祉施設

改革はその歩を早めている。全国社会福祉協議会に

おいても、平成6年に、「児蹴福祉施設〔入所）のあ

り方委貝会」（座長1上村一）を設惜し、総合的視点

での検討を進めており、本誌発行時点では委貝会報

告が出される予定である。本特集は、このような時

期を踏まえてのものであり、種別協議会の動きを横

断的にながめようとするものである。

　具休的には、本特集で紹介されている、全国乳児

福祉協議会『乳児院の将米構想について一乳児院の

子育てセンター化．e（平成3年）、全国母子寮協議会

『家庭・家族福祉の拠点をめざす．s（平成6年）およ

び『21胆：紀をめざす母子寮づくり一ともに生き、と

もに学び合う母と子の拠点」（平成6年）、全国情緒

障害児短期治療施設協議会「提言』σ［元成5年）、全

国養護施設協議会『養護施設の近未米像』（平成7年）

である。とりわけ、全国養護施設協議会の構想は、

養護施設を起点にして、関連児童福祉施設全般の火

幅な改革を意図するものであり、最も主張が明確な

報告で’あった。全養協の構想は、施設数が最も多い

団体であり、かつ具体的、包括的な議論をしている

ため、今後に大きな影響を及ぽすものと考えられる。

虚弱児施設および教護院については、本稿執筆時点

で組織的な提言はなされていない。

　以上は、児童福祉施設の制度改革という、いわば

外部に向けての改革に関連する各種別協議会の動き

であるが、この期におけるもう1つ大きな動きとし

て、ケア基準の明確化あるいはケア評ftlil基準の指標

化など、内部に向けての改革がある。本米なら、こ

れは当然達成されていてしかるべきことであるが、

杜会福祉施設は「並L’」なるものであるという疑いの

ない信念があり、その結果、自己点検とか自己評価

ということはややもするとおろそかにされてきた、

li｜’界の児童と1り性

　第3期の福祉改革は利用者視点の改革である。そ

のためには本来なら利用者による評価が論じられる

べきであるが、現状はそこまで至っておらず、とり

あえず自己評価の項目検討というのが現段階である。

これについては、老人福祉施設が先鞭をつけた形に

なっているが、児竜福祉施設においても、乳児院の

ケア基準策定の試み、保育所の保育内容等の自已評

価のためのチェックリスト、北海道養護施設協議会

のケア基準および大阪市の社会生活技能評価項日等、

ケアの科学化あるいは自己点検等の努力が行われて

いる。

2）児童福祉研究者からの提言

　児疏福祉施設改革に関遮して、コメントを発して

いる児重福祉研究者は多いが、その中でも最も精力

的かつ緻密に議論を展開しているのは、古川孝順、

竹中哲夫、柏女霊峰の3氏であろう。ここでは、3

氏の主たる提言を、筆者なりにそしゃくし、紹介す

る。

　①古川孝順氏の提言

　古川の論点を明らかにするために主として参照し

た文献は、「社会福祉改革のなかの児蔽福祉」（社会

福祉研究第52号、平成3年）、『児童福祉改革』（誠信

書房、平成3年）、「杜会福祉改革』（誠信書房、平成

7年）の3点である。

　古川は、現在の人所施設中心の児童福祉から、市

1町村による在宅福祉サービヌ．を叩心とする地域福祉

型福祉サービスへの転換を予測している。ただし、

児蹴福祉施設体系の再編成は、単に入所41磯能に、

在宅型あるいは地域型機能を付加するだけでは不十

分で、入所施設機能の高度専門化、および在宅福祉

サービスとの連携を図る機能の付加が必要であると

いう。

　施設の再編成にあたっては、利川者の属性、利用
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の方式、利用の形態、提供されるサービスの内容、

立地条件という5つの角度から検討することの重要

性を指摘し、大きくは、（小）地域型施設と広（地）域

型施設とに分類し、さらに機能的には、身体障害者

福祉施設の、更生型施設、生活型施設、作業型施設、

地域利用型施設の分類が参考になるとしている。こ

の分類を児童福祉施設に適合させる場合、更生型施

設を治療型施設、作業型施設を自立支援型施設と読

み替えることで、あらかた細分類ができるとしてい

る。ただし、これを可能にするには、施設の多機能

化、複合施設化、複数施設化等により、重層的な構

造をもつ地域共同化の方策が必要であるとする。

　古川の主張はおおむね以上の通りであるが、児童

福祉施設再編成のイメージは、主として養護施設を

中心に論じられており、これが他の養護系施設を含

めた再編成なのか、養護施設の細分類なのかは明ら

かでない。しかしながら、他の文献等を勘案すると、

当然のことながち非’常に広範囲で考えていることは

予想されるし、障害者福祉施設の体系を基礎とする

提言は説得力があるp

　②竹中哲夫氏の提言

　竹中の論点を明らかにするために主として参照し

た文献は、「児童福制：施設体系再編成の動向と課題」

（社会稿祉研究第61号、平成6年）、「児童家庭福祉

改革と児童福祉施設改革』（一・誠社、平成6年）、「現

代児飛福祉論第2版』（ミネルヴァ書房、平成7年）

の3点である。

　竹中もまた、児童福祉施設をめぐる外在的状況と

内在的状況を勘案すると、施設再編成は避けて通れ

ないとする。竹中の改革論では、①包括的未分化機

能段階、②機能分化・専門化段階、③機能分化・専

門化・付加機能追加段階、④機能的統合化段階、⑤

再綱成・統介化・1箒門化段階、⑥児戴福祉施設体系

の未米像、という6段階のステップが示されており、
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現段階は②から③への移行期または移行終了段階で

あるとされる。今後はさらに④以降への移行が始ま

るが、各段階を着実に歩むことが重要であるとし、

④段階での独自構想として、改革試案を提示してい

る。弓掛レポートや児童福祉法制研究会の報告は、

いずれも④を飛ばした⑤段階の構想であり、時期尚

早という指摘である。

　氏の従来の論調からするとやや意外な観もあるお

おむね現状肯定型の改革論であるが、現状認識の厳

しさと、利用者視点の強調で、このような方向がで

てきたものと考えられる。ややこだわっている段階

論にしても、提示された改革試案をみると、養護施

設の近未来像や弓掛レボートの大筋と大差は感じら

れない。むしろ中問段階を設定することで、そこか

らの新たな改革へのエネルギーの蓄積に時間を要す

るという危倶の方が筆者には感じられる。いずれに

しても、提案はかなり具体的であり、かつ中範囲的

で到達可能性を感じさせる優れた試案であることに

は問違いない。

　③柏女霊峰氏の提言

　柏女の論点を明らかにするために主として参照し

た文献は、「児童福祉施策の再構築」（社会福祉研究

第61号、平成6年）、『現代児童福祉論』（誠信書房、

平成7年）、「児童福祉の今日的課題①②」（月刊福祉

1月号・2月・／G”、平成7年）の3点である。

　柏女の認識は、現状では、児童福祉施設が細分化

されすぎており、賄［門化・高度化という点では効果

があるが、ノーマライゼーションや家庭支援という

点からは限界があり、両者を両立させるような再編

成が必要であるというものである。具体的には、養

育系施設と療育系施設の2大施設体系を軸に、医療・

治療型と福祉・生活型、入所型と通所型などの軸を

用いた類型化が提案されている。また、施設機能に

応じたバックアップ型の体系化を重ねて主張してい



i｜ヒ外の児れとIl出

るところも氏の特徴といえる。

　もう一つ柏女の特徴をあげるとするなら、児童福

祉専門官という履歴をいかして、非常に総合rl勺・多

角的な視点から児童福祉改革を論じているところに

ある、，児竜福祉実施体制および児童福祉施設入所措

置の実施体制を検討する際の基本的祝点として繰り

返し論及される、①一体性、⑳乎門性、③広域性、

④公平性、⑤公率性、⑥一貫性、⑦介入性、⑧レビ

ュー機能、⑨地域性、という9つの視点は、社会福

祉サービスそのもののあり方を論じる際の視点とし

ても有効であるし、児童福祉施設再編成の軸として

も大いに検討すべきであると感じられる。

入所によるトリートメント施設、さらに通所・外来

によるトリートメント施設ということになる。子ど

もたちの生活状況を考えたとき、とりわけ専1111性の

異なる施設問での相互利用関係がこれからの課題の

一つになるものと考える。また、多様で複雑なニー

ズ状況を考えると、これらの類型化は、制度次元の

ものにすぎず、利用者次元ではかなりゆるやかなも

のであることが望ましい。すなわち、従米のような

明確な施設郁が存前三するというよりも、それぞれの

象現に固有の基本機能があり、あとは地域性や歴史

性を考慮しながら、事業として展開していくという

ものである。

4．児童福祉施設再編成を検討するための視点

　児童福祉施設再編｝茂は、前述のように理念の変革

を含めて行われなければならない。サービス供給側

の思いとしての福祉から、集約すれば、「一人ひとり

の子どもの放善の利益の追求」とでも表現できる基

As：Eil念に基づいて、今後の児蹴福祉施設のあり方を

根幹から検討する必要があるということである．そ

の過程では、以下のような5つの祝点での検討が必

要であると考える。

｜）施設再編成の際の座標軸

　座標軸となる機能は、最終的には、LE：C門性と生活

拠点性という2つの軸に集約することができる。専

門性という軸は、生活全般を支えるというジェネリ

ック性（生活総合1∨li）と、教育・治療等に代表され

るスペシフィック性（特定日的¶｜りとク）両極からな

る．．tまた、生活拠点性というllllllは、親との小活を意

昧する在宅と、そこを離れて生活するという入所施

設や川親・養子家庭との両極からなる。

　これらを2次元杣ととらえ、それぞれの象限に位

消するのが、家庭養育支援型施設、生活拠点型施設、

2）施設整備のあり方

　今後の施設サービスにおいては、施設内サービス

にとどまらず、地域との関係でサービスを展開する

ことが求められる。その際には、当然のことながら

適ll漕己置が問題となる。適正配iiltは従米より指摘さ

れてきたことであるが、これは利用者の競合を防ぐ

というサービス供給側の発想であった。ここでいう

適．IE配置は、適正な機能配置が一定生活圏域に整備

されている状況を指すものであり、いわば利川者視

点の発想である。換言すれば、従来の適正配置論が、

点的整備型あるいは点から面をみる方向であったの

に刈’し、これからの適IE配；『ll論においては、而的整

備、すなわち、面そのものへの関心という祝点が必

要であるということである。

　このことをさらに広域的に考えるならば、r一ども

の絶対数が少ない地域においては、児童福祉施設の

枠を越えて、高齢者や障害者サービス機能をも統合

した地域福祉施設の整備という考え方も浮1二してく

る。y一どもに関する福祉ニーズはややもすれば都市

部あるいは都市型生活を中心に考えられてきたが、

今llではそれぞれの地域で様々な問題が発生してき
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ており、それに対応する施設も、基本は法的に規定

できるとしても、それぞれの地域の実情に応じて、

柔軟に組み替えが可能であることが望ましい。

3）地域福祉施設としての入所施設

　地域福祉の時代における社会福祉施設は、自己完

結的であってはならず、地域社会に向けて開放され

たものでなければならない。児童福祉施設再編成と

いう視点でこのことを考えた場合、以下の2つの点

が重要と考えられる。

　第1は、施設そのものと地域社会との関係であり、

これは機能の社会化ということもできる。具体的に

は、利用サービスの積極的導入や、施設の地域開放

がこれにあたる。これをさらに進めていくと、地域

住民の視点にたった施設の再編成ということにな

る。すなわち、在宅福祉と施設福祉との重なり領域

への関心である。今日、このような領域でのサービ

スとしてニーズが高まっているものには、ショート

ステイ、デイサービス、ホームヘルプあるいは訪問

相談等訪問ケア（アウトリーチサーピス）などがあ

る。

　第2は、サービスの運営に関する問題である。こ

のような総合的なサービスを実施するためには、地

域子育て支援センターあるいは家庭養育支援センタ

ー といった施設が、一定圏域ごとに存在することが

望ましい。ここでは、入所している子どもに関わる

ケアマネージメントのみならず、地域で生活してい

る子ども（家庭）、一時的に施設を利用する子ども〔家

庭）、さらには関連施設問でのサービスの配備や調整

を行うことが考えられる。

4）子どもたちにとっての最善の利益の追求

　子どもの最善の利益の社会的確保は、権利保障の

基本であり、児童の権利に関する条約においても確
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認されている。条約では、これを従来のような、生

活保障、教育保障、労働からの保護といった受動的

権利の側面からだけでなく、意見表明権、表現の自

由などの能動的側面から規定しているところに特徴

がある。最善の利益の追求のためには、さらに3つ

の内容が重要である。

　第1は、個別的ケアの重視である。施設での生活

においては、たとえ意図的でなくても、集団のルー

ルや効率が前而にたちやすい。一人ひとりの個性を

尊重したケアとするためには、意図的に個別的ケア

への取り組みがなされる必要がある。個別的ケアに

ついては、従来より里親制度や養子縁組制度が理想

に近い形として評価されてきた。しかしながら、戦

後の歴史を考えたとき、これらの社会的浸透度およ

びその可能性について、過度の評価をすることなく、

現実的な選択肢として児童福祉施設における個別的

ケアの実現も検討する必要がある。

　当面、児竜福祉施設において個別化あるいは個性

化が図られるべきと考えられる側而は、居住空間、

所有物、生活行為、意思決定等であろう。居住空間

については、すでに一部では、生活単位集団の小規

模化を図るべく、ホーム制やグループホームなどの

取り組みがなされているが、このような方向はむろ

んのこと、生活行為や意思決定の個性化を実現する

ためには、一人ひとりの発達に合わせた、また子ど

も自身の参画を組み込んだ個別ケア計画の立案と実

施が求められる。

　第2は、連続的・継続的ケアの重視である。人間

の生活は連続的に営まれるものであり、著しい環境

の変化や生活の断絶は、不安やストレスの要因とな

る。子どもたちにおいてもこれは同様である。子ど

もたちが児童福祉施設を利用する場合、少なくとも、

入所前の生活、入所中の生活、退所後の生活という

大きく3段階の生活局面が考えられるが、この間の



連続性あるいは継続性が機能的に保障されたケア体

系が構築される必要がある。

　また、入所中においても、現行の児意福祉施設制

度では、年齢や問題状況の変化に応じて、措置変更

が行われることになるが、その際もこのような視点

でのケアが必要となる。年齢あるいは問題状況の変

化に伴う措置変更時期、移行期における実質的二：重

措置制度などによる施1没問の機能的連関の確保など

も検討．課題である。

　さらに、思春期前後の子どもたちに対しては、退

所に向けての準備的ケアであるリービングケアの積

極的導入により、退所後の生活との連続性が確保さ

れなければならない。その際には、短期的な日標で

ある社会生活能力の獲得だけでなく、将来その子ど

も自身が新たな家族を形成することを念頭においた

ケアも位置づける必要がある。

　第3は、家庭視点のケアの重視である。児童福祉

施設でケアを受けている子どもたちは、少なくとも

一時的に自分がルまれた家庭を離れている。また、

施設退所後、子どもたちの多くは新たな家庭を形成

する。家庭祝点のケアとは、このような両者を見据

えたケアということになる。

　施設ケアを利用する子どもたちにとって、家族と

の関係で最も基本的な課題は、保護者の’ドへの復帰

をどのように考えるかということである。防［則的に

は、家庭復帰が第一選択肢になるが、それに際して

は、ファミリーケースワークや資源提供、継続ケア

等、それを可能にする家庭および子どもへの援助が

必要となる。また、家庭復帰が困難とされた場合に

は、保護者と子どもとの距離の概き方、それを維持

していくためのプログラムの推進などが必要となる。

さらに、退所まで施設で生活し、かつ保護者からの

支援があまり期待できないような状況にある子ども

については、将来白らが形成することになる家庭へ

Vl・界の児歳と母性

の準備教育も児童福祉施設を始めとする杜会的ケア

の課題となる。

5）ケアの計画的推進と評価

　ケアの科学化のためには、第1に、これが計画的

に推進される必要がある。ケア計画には、一人ひと

りの子どもたちを対象としたケア計画、当該児童福

祉施設に関わる地域fl三民も含めた利用者全般を対象

にしたケア計画、さらには他の関連施設をも含めた

地域のサービス計画という3段階がある。施設再編

成は、単に児童福祉法における児童福祉施設の位置

付けだけでなく、地域や利用者との関係も含めた総

合的祝野にたって検討されなければならない。

　第2は評価である。評価の対象は、施設構造、居

住・生活環境、職貝配置等、施設ケアの外的条件と、

ケアの内容あるいはケア体系等、ケアの内的状況と

に分けることができる。また、評価のレベルは、個々

の施設のみならず、サービス圏域全体でも行われる

必要があり、後者が施設再編成の際の検討課題とな

る。これには、さらに評価手法（乎段）、評価者、結

果の活用等の課題がある。

5．おわりに

　高齢者福祉一一辺倒の時代が去り、児童福祉を含め

た福祉全般への関心が高まっている。決して追い風

だけではなく、むしろ向かい風が強いのが現状であ

るが、逆風にしても関心をもたれている時期である

からこそ、これを改革の契機として積極的に受けと

めるべきである。

　本稿では、筆者なりの現状認識と、改革への視点

を提示したつもりであるが、読者諸子を含め、関係

各位がそれぞれの視点で多様な議論を展開し、現在

および将来のr・ども家庭の福祉に少なからず貢献で

きることを期待したいものである。
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養護施設の近未来像
特 集

児童福祉施股の近未来像を続む

‡蓋瓢人撒会酬㈱樋鱗

1．危機意霞と将来展望

　まず感じるのは、「『近未来像』を描く契機になっ

たのは、年々養護施設への入所児童が減少し、定貝

割れが1］立ち、このまま養護施設の役割が終焉を迎

えるのではないかという危機感であった。」（福畠全

養協制度検討特別委貝会委貝長）にみられる危機意

識である。

　しかし、この意識は、「養護施設の近未来像」報告書

の「はじめに」にも書かれているように、「養護施設の

深刻な定貝割れ問題から、その存在意識の喪失にか

かわるような現代への危機感によるもの」で、平成2

年度「制度検討特別委貝会報告」に遡ってとちえるこ

とができる。平成2年度報告は、まさしく定貝割れ

問題に対するものといえよう。しかし、このときす

でに、発達上に障害を持つ児童の受入れ策として専

門店的方式、デパート的方式と呼んだ、のちの近未

米を考える示唆を含んだ構想の萌芽がみられる。

　この後、いわゆる弓掛論文といわれた小論文「養護

施設の将米展望」で養護ホーム構想が出されるなか

で、この論文は将米展望を触発するきっかけとなり、

その後の検討に大変大きな示唆を提供するものとな

った。弓掛論文は、近未米を考える上で貰重なもの

と意義づけることができると思う。この論文が「近未

来像」につながるきっかけになった証左として、あま

り取り上げられなかったが、全養協総務部のΨに作

られた「制度小委貝会」の「わが国における養護施

設の近未来像」の果たした役割は小さくない、，

　ユo

　ここでは、養護ホーム構想にふれるとともに、構

想登場の背景についても分析し、構想実現に向けて

の謙題も提起するなど、近未来像報告書の前哨戦と

もいえるものと位置づけることができよう。（ここに

ふれた論文や報告書を整理したものが表1。文責は

筆者）

　これでわかるように、危機意識は、定貝割れの状

況に立って、その克服のために、時々の課題にふれ

ながら、方向性をどう模索し、将来をどう展望する

かのISN　「）ないエネルギーであることが理解できる。

　こっしてみると、近未来像は、一朝にしてできた

のではなく、かつての検討の積み重ねの成果にたっ

ての創造的な取り組みである。養護施設を取り巻く

状況の厳しさを土台に、活路をどう引き出すか、こ

れが危機意識に裏付けられているからこそ、近未来

像に結実したものと確信している。この点を見失う

と、近未来像の内容を理解することは十分とはいえ

ないものといえる。

2．反響の大きさと組織的展開

　「養護施設の近未来像」が反響をよんでいる。報

告書が出てから3ヵ月。「養纏施設の近未来像」試案

が出て1年余になるのにである。福祉新聞は、6回

にわけて紙．．ヒ検討をmailNした。養護施設、教護院、

情緒障害児短期治療施設、児童相談所、厚生省担当

課の資任ある立場の人々が討論に参加している。圧

巻である。



　これ以前にも、児竜福祉改革がらみで、1：1本杜会

福祉”ξ：会、鉄道弘済会発行の『杜会福祉研究」、本会

発行の「月「ll福祉』などで取リヒげられ、学1識経験

者、行政、児童相談所、関遮の施設関係者など幅広

く検討の素材となった。

　養i護施設では、県、ブロック、大会と各段階で、

また施設辰や職貝レベルで熱心な討議が繰り返しな

された．，一・つの報告書をめぐって、多くの当事者、

関係者が参加したといえる。これだけでもいかに関

心が高いかがよく理解で’きると思う。では、なぜこ

れほどまでの関心が持たれたかである。

　報告il｝：はいう。一方で、「21世紀を見通した児童福

祉施設のあり方についてさまざまな提言が出され、

大きな刺激になったことも確かである。そして、こ

れら報告挽の提言は共通して「児童福祉施設の再編

成・統合化．1の必要性にふれ、そうしたなかで養護

施設のあり方にもi「及している。保育所制度改革案

にみられるように「児童郁祉法」dV，lil：．を前提とした

児童福祉改革の大きなうねりは、それぞれの児童福

祉施設の将米構想つくOに打P巨をかけたことも否定

できない。」と。

　全養協は執行部体制をNII委貝会体制にした。委貝

もレボートを山し、全施設刈’象のアンケート調査の

実施と結果発表、プロ・ソク意見のとりまとめ、全国

養護施設長研究協議会でのシンポジウムや第一’研究

部会設定など何iRにも意見集約を図った。組織11勺な

検討予順の追求である。

　この結果を三つの方向として整理した。すなわち、

（1）現在の養漫施設の持つΨ門性を高め、維持発展

していく方向、（2）現在の養謹施設を見直して、多

様な機能を付加した施設へという方向、（3）現在の

施設体系を抜本的に見直して、新たな養護体系を構

築していくという方向である、これ以外にも．ヒな意

見を9項11（試案では5項1．D紹介しているnこれ

を踏まえて委貝会の、ン：脚点を（3）とし、当而の方策

として（2）を位置づけ、改革の姿勢を明確にした。

111．界d）り↓ぷとRJ刊

意見の違いは違いとして明確にしつつ、新たな養護

休系の構築を打ち出した意義は極めて大きい。戦略

と戦術の組み合わせが深みのあるものにしていると

いえよう。

3．動向を喝破する

　私自身最も参考になった点は、「これからの養遡ニ

ー
ズの動向」の「質的動向」分析をふまえて、「養護

施設の類型化」の試みを行ったことである。質的動

向分析の視点は、「制度小委貝会」報告に盛り込まれ

たものであるが、これを養護ホーム構想分析を経て、

今回さらに発展させ、（1）家庭養育代林サービス、

（2）家庭養育支援サービス、（3）教育治療・自立支

援サービスとして明らかにしたことは、動向をみご

とに喝破した洞察と思う。

　このなかで、新たな類型である「家庭養育支援セ

ンター施設」については、口的・内容・必要専門職種・

関係機関との連携について丁寧に整理されている。

　「おわ「〕に」で吉っているように、この報告は「児

童福祉施設改革の発イ言的役割」を果たしている。す

べて関係機関や施設に広くいきわたり、養護施設の

あるべき方向として各方面で重要な資料として認識

されてきている。

　さて、「養護施設の近未米像」は、今後の検討’課題

も提起した。特に、（1）隣接領域の乳児院、教護院、

情緒障害児短期汗↑療施設、虚弱児施設、母子寮など、

そして披も関係の深い里親問題などとの役割分担に

ついて、（2）児童相談所との役｛10］分担について、は

重要な課題である。このなかで、（2）については、「基

本的には養護施設が担う家庭養育支援事業と児童相

談所の役割分担は異なるものとしてとらえる必要が

あるとしている。」この視点は重要であると思う。し

かし、いずれにしても極めて難しい課題でもある。

だからといって看過するわけにはいかないと思うの

で、養護施設の立場からの検討として考える必要が

あるのではなかろうか。今後の検討に期待したい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ll
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①「親になろうとしない親」「親になりきれ　第一・実施主体の見直しの問題
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②家庭の養．育機能の低’ドから起こるニーズ　第三　地域福祉計画
③多様な問題をかかえる子ども　　　　　第四　家庭支援事業展開のための条件整備3．多様な児疏への対応について　　　　　の確立

〔1）杜会的養護サービス体系の見直し　　　　5．「養澱ホーム」構想について

②新たな社会的養硬体系の構築　　　　　（1瀧設の多機能化と統合化
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1．はじめに　　　　　　　　　　　　　　ω児童中心三i三義

2．「報告件」のまとめについて　　　　　　②利川者側に立った『サービス提供

ω現みiの養護施設の．もつΨIIII灼を高め、維　（3｝地域資源としての施設

　持、発展していく方向　　　　　　　　　　5．今後の養翅ニーズとサービス

②現在の養蒐施設を見直して、多様な機能　〔Uこれからの養護ニーズの動向

　を付加した施設へという方向　　　　　①f抑り動向

〔3｝現在の施設休系を見ir‘：して、新たな養護　②質的動向

　体系を構築していくという方向　　　　　第一・に、親機能の欠損から生じる養磁ケース

3．養護施設の将来構想策定の必要性　　　第二に、親機能の低下から生じる養飽ケース

会 4．養必施設の近未米像を考える基本的視　第三に、問題行動をもつ商年齢児童のケース

座　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②これからの養護サービスのあり方
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ll堺のVLIMと母性

1．他業稲への転換 （D地城対応…地域杜会に対する家庭養育 ①専門店的方式…専門分化

2．養獲施設定興の適正規模化 支援活動 ②デパート的方式…統合的養護

3．養護施設への人所促進につなげる方 〈家庭支援のためのサービス〉 V．残された検討課題

策の確立 ①子育てに関する親としての意識、知識 1．　ショートステイ：1ド業、　トワイライト

4．養滋施設に利用機能を導人する方策 技術等の学習 ステイ事業の実施状況と問題点、課題

［V．これからの養鰻施設の歩むべき道 ②養護榔炎サービス事業 2．継続的な定貝測れの状況把握とその

1．これからの要煮i滋二・一ズ ③単親家庭支援事業 対応策

m家庭の養育機能の｛氏下による養護ニー ④治療教削‘業 3．マンパワー対策…人乎不足による運

ズ ⑤健全育成事業 骨問題

（2）情緒面に問題をもつ子どもの増加 （D専門的対応…発達上に障轡をもつ児：猷

2，これからの施ぷサービスのノァ向 の受人れ策

各施設の効果的な巡営に支障をもたらし えぱ児童の社会的自立をΨ1皇11に担当する 多くの純類に馴“1分化したものと考えら

ていることが指摘されています。本来、 部門とか、幼児の信頼感の形成を専門に れるからです。　しかし、今度は逆に、　こ

施設への人所処i『｛は、児童にとって家庭 する部門というように。この場合、同時 れらの施設を統合した、たとえば養獲ホ

が好ましくないとき、家庭全般への支援 に1｝t親型ともト」える養育システムと有機 一ムのような児童福祉施設を新たに設け

活動の一環として、保鍵者の意向に沿っ 的に関係する一般型の施設とに分化して ることも考えられます。児童相談所の人

て、専1111的に養育することであります。 いくのかもしれません。 所は、この新しい総合施設へのナ川置とし、

このことは、教護院、w緒障害児短期治 その．ヒで児竜の身体的、行動的特徴に応

養護施設は単に家庭の代替をしているも 療施設、乳児院などの養護施設以外の各 じて、処遇計画の必要に応じ、適宜Ψ門

のという認識を改めることが爪要。 施1没との境界をもう一・度考え直すことを プランチを利用するというような、新し

このために、養硬施設の機能をより専門 意昧することになりまし．ヒう。本来、こ い施設体系を検討する必要があると冨え

的に分化することが考えられます。たと れらの施設は養護機能を基礎としたLで、 ましょう。

と 第一　実現性に問題 うな物理的条件の幣備

第二　多機能化がすすむほど措i口的性格 第二　教護院、情知施投、乳児院当「ド者 第二　養饅ニーズの普遡化に対応したサ

が薄まる 同．ヒで共同研究 一 ビスの提供

第三　付加的機能について｜．’分な条件整 第三　「養漉ホーム」と馴1「プランチとの 第三　（乎II‘！的なサービスが提供できるよ

備 関係 うな賂棚

②1「 養1漫ホーム」構想登場の背景 第四　「養澱ホーム」の数 第四　施1没のPRの・L犬

第一．一　　フじ∫］ψ別～’し〃）深亥りfヒ 6．養縄施1没のイメー一ジ転換について 第∫L名称変更

第．ニ　ポーダレス時代 （U現在の養蔽施般に対する一般杜会のイ

第．．モ　ノーマライゼーション理念に基づ メージ

く別Ilj分化から統合化の方向 〔2）イメージ1陵換をどう図っていくか

（3）「養池ホーム」実現までの課題 第．一・利用しようと思いを起こさせるよ

①社会的養漣サービス体系の見直し けて 7，おわりに

A．養漫サービスの多元化 ①家庭養育代替型施設 ω試案が提起したもの

B．養穫サービスの地域化 ア、．毬襯 ①児竜禍祉施設改革の発｛i言的役割

C．養漫サービスの総合化と専ll‘1化 イ、グループホーム ②施設化に向けての影響

6．養備施設の類刑化の1試み ウ、長期居住型施設 ③養随施設の削“｜性のll輻㌫織

〔1｝基本的姿勢 ②家庭養育支援型施設 ④児罷相談所のあり方の再綴識

②類型化のヌ∫法 ア、家庭養育支援センター施設 〔2）報告☆のとりまとめにあたって

（3）類型の形態と内容及び関述 イ、短期養育支援ホーム 資料1　変．革のモデル

㈲家庭養育支援センタ・一施設について ③教育治療・1’1立援助型施、没 資料2　養鰻施設の近未米施設（試案｝

家庭養育支援・ヒンタ・一施設 ア、rl立援助ホーム 資料3　社会的養遮体系図

⑤類型化をめく’る課題と今後の発展に向 ⑥養謹施設の呼称の変更
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乳児院の近未来像を読む
特

児童福祉施設の近未来像を続む

晶欝蕊鱈ご崖司順二

はじめに

　戦後児童福祉法のもとに設立された乳児院は、社

会情勢の移り変わりにあわせて、そのあり方をしば

しば検討してきた。例えば、昭和51年には「乳児院

のあり方」プロジェクトチーム報告襲ドが発表された。

これは、定貝充足率の低下を背景に、その原因と対

策を分析するとともに、障害児および年齢超過児、

最低基準、そして将米展望としての地域社会におけ

る乳児院のあり方について、検討したものである。

しかし、近年の乳児院を取り巻く状況は、さらに大

きく変化しており、これらの状況を踏まえた新たな

未来像の検討が求められている。

乳児院を取り巻く状況の変化

　乳児院を取り巻く状況には次のような大きな変化

がみられる。

（川入所理由の変化

　戦後しばらくは、戦災や混乱によって、両親の死

亡・不明などによる親のいない子や、親が結核に罹

息した子など、長期に在院する子どもが多くを占め

ていたt）当時の乳児院に求められた機能は、家庭に

代わって子どもを養育する養育代替機能であったと

いえる。しかし、親の死亡、結核などはその後激減

した。最近の入所理由は、親の病気（内科系・外科

系・産婦人科系・精神科系）、次子出産、未婚・離婚・

父母の家出などが主なものといえる。また、例数は

それほど多くはないものの、虐待が着実に増加して

きている。

　このように最近の入所児には親のいる子が多くを

1！iめている。親が死亡したり、遺棄により親が不明

のケースはいなくはないが、ごく少ない。つまり、

多くの例では親がいるのであり、そのために処遇の

n標は家庭引き取りとなる。しかし、その親は子ど

もの養育に不慣れであったり、不安を感じていたり

しがちであるし、ときには精神障害が認められたり、

若年の母親であったりするpしたがって家庭引き取

りをすすめるためには、親への養育指導や家庭生活

への支援が欠かせない。Al　r］の乳児院に求められる

主な機能は養育支援ということになろう。

（2）退所理由の変化と在院期間の短期化

　入所理由の変化とも関連するが、退所先は約3分

の2が家庭である。ユヵ月未満で退所する子どもは

約30％を占め、また全体にも在院期間が短期化して

きている。すでに述ぺたように、乳児院は家庭の養

育を代替する機能から、一時的に家庭の養育を補完、

あるいは親の養育を支援する機能が求められてきて

いるといえる。家庭支援の必要性は明らかである。

（3）処遇困難事例の増加

　近年乳児院においては、処遇困難な‘弼列が多い。

例えば、子どもについては、病虚弱児・障害児、未

14



熟児、被虐待児などである。病虚弱児のなかには、

B型肝炎やエイズなどの感染牲疾患や、喘息やアト

ピー性皮膚炎などのアレルギー疾思などが含まれる。

低川生休iR児（いわゆる未熟児）については、医療

の進歩により、出生休al　1　OOO　g未満の超低川生体10

児など、健康管理、精神発達管理．ヒきめの細かい対

応を要する．r’どもが含まれる。被虐待児は、いうま

でもなく、心や身体に深刻な傷を負っているものが

多く、fどもの心身の発育・発達と、親への指導に

多大の（じ門的援助を要するもので’ある。

　親については、未熟児をもつ親や垂大な感染性疾

患をもつ児について医療看護的な面を含めた生活指

導や養育指導が必要なことはいうまでもないが、こ

のほか、親　1’1　Siに精神障害が認められたt）、若年で

育児の知識・技術が不十分で才）ったり、経済的な而

を含めて生活指導が必要な場介もある。さらに虐得

をする親や家庭への援助は困難ではあるが、大変頂

要なことといえるnまた最近は外国人の入所が増え

てきており、その対応には馴，‘1的な知識が欠かせな

いv

乳児院の将来構想

　全国乳児祈祉協議会調査研究委貝会では「乳児院

の将来構想について」を発表し、そのなかで「地域

1り子福祉センター：地域における子育て支援センタ

ー
1を提案している　（，iFi・成3年）。

　これは、近年の乳児院における要養1漫状況の変化

を踏まえて、今後の乳児院の歩むべきノ∫向として提

案されたものである。この「地域母子福祉一ヒンター：

地域におけるr育て支援センター一］構想は、①家庭

育児支援サービスll渓、②馴”」スタッフ教育事業、

および③人所施設機能拡大事業の一二つの柱で構成さ

れている。

出界の児瓶と！tlMl

　1）家庭育児支援サービス事業は、地域における

r育て支援機能を意味Lている。具体的なメニュー

には、育児相談、電話相談、育児体験教室、i｝）と子

の遊びの教室、里親相談などがある。

　平成5年度に創設された保育所における「保育所

等地域子育てモデル事業」（平成6年度に対象施設が

乳児院と母子寮にも拡大され、平成7年度に名称が

「地域子育て支援センター事業」に改められた）の

先駆けとなる提案であったといえるn

　2）劇”1スタッフ教育事業は、乳児院が保有して

いる乳児保育にかかわる専門性を生かして、専11幽1ス

タッフの教育機能を強化しようというものである。

具体的には、すでにすべての乳児院で行ってきてい

る保育学生の実習に加えて、看滋学生、保母、看護

婦・保健婦などの実習である。

　平成2年の保育所保育指針の改訂によt）0歳児保

育の専門性の向上か♪艮められており、また最近策定

された「緊急保育対・策等5ヵ年事業」においても低

年齢児（0歳～2歳児）保辛fの促進が求められてい

るが、乳児院のもつ専門性はこれらに寄与するであ

ろう．，

　3）人所施設機能拡大事業は、従米の乳児院機能

に、養1護施設の幼児養育機fi旨を合併した乳幼児院や、

病虚弱児あるいは障害児を積極的に受け人れる病弱

児乳児院、親子寮（i“）子寮・父子寮）あるいは親r一

指導室の機能を付加しようというものである。

　具体的には、乳幼児院については、現行の2歳で

の措翫変更の是非を検討するとともに、当而児童福

祉法の弾力的な迅用による対応が可能ではないかと

考えられる。

　病弱児乳児院については、乳児院に措置されてい

る子どものうち病虚弱児あるいは障害児は約3割を

占めており、しかもこれらの・Fどもの養育にはより
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多くの介助を必要とする。病院を併設している乳児

院においてはこれらの子どもを積極的に受け入れて

きているが、その運営には「病弱児加算」といった

ものが望まれるわけである。これは平成5年に「乳

児院病虚弱児等児童加算費」の創設により実現され

た。

　親子寮（親子指導室）は、母子の駆け込み寺とし

ての機能や乳児院入所児の家庭引き取りに向けての

宿泊指導等を目的とした施設機能である。

　その他の入所機能拡大事業としては、緊急一時保

護、デイケア・ナイトケアや断続的な保育、病児デ

イケア等の非定型保育が考えられる。このうち、病

児デイケアは平成6年度に「病児デイサービスモデ

ル事業」として創設され、平成7年度には「乳幼児

健康支援デイサーピス事業」と名称変更して40ヵ所

で実施することになっており、今後の拡大が予定さ

れている。その受け皿Lとして乳児院が果たす役割は

大きいといえる。

　乳児院は24時間対応可能な生活施設である。この

特徴は、入所機能拡大事業を、あるいは家庭育児支

援サービス事業を推進していくうえでのポイントと

なろう。

「将来構想」提示以後の展開

　平成3年の「将来構想」提示以後の展開は次のと

おりである。

①子育て支援短期利用モデル事業（子どものショ

ー トステイ事業）の創設。

　②企業委託型保育サービス事業の創設。

　③保育所地域子育てモデル事業の実施施設として

の乳児院への拡大。

④病児デイケアパイロット事業の創設から病後兇

デイサービスモデル事業、乳幼児健康支援デイサー
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ビス事業への展開。

　⑤乳児院病虚弱児等児童加錬費の創設。

　以上は厚生省の施策のうち乳児院に関連したもの

であるが、このほかに重要なこととして「児童の権

利に関する条約」の批准・発効がある。

　このように最近の状況の大きな変化を踏まえて、

乳児院に新たな展開が求められている。

乳児院最低基準改正中間報告

　平成6年3月に、全国乳児福祉協議会から「乳児

院最低基準改正中問報告」が提示された。この報告

書は、直接に乳兇院の将来構想を示すものではない

が、前述の「将来構想」以後の乳児院を取り巻く状

況の分析を踏まえて、「最低基準」改正の必要性とそ

の具休的内容を示しているので、今後の方向を考え

る上で参考になるだろう。

　「最低基準改正」を求める意図は、「乳児院は地域

における多様な子育て支援ニーズに対応するととも

に、本来的機能である被措置乳幼児に対する処遇向

一ヒを図っていく必要」があり、そのために乳児院の

実践を支える最低基準を改iEする必要があると考え

られた。

　具体的な提案は、「生活指導室、養育室、食事室の

設置」「保母の位置づけ」「児童指導貝の配置」「看護

婦の配置数」「養育の内容」「入所時の観察室への入

室」「保護者等との遮絡」などである。これらのなか

で特に注目されるのは次の諸点である。

（1）保母の位置づけ

　現在、乳児院における直接処遇職貝の多．くは保・母

である。しかし、他の児童福祉施設とは異なり、乳

児院の最低基準には保母が記されていない。したが

って、現状にあわせ、保母を積極的に最低基準のな

かに位置づける必要がある。



（2）看護婦の配置数

　児童福祉法が制定された当時と比べて著しく進歩

した感染症に対する治療や、乳児の栄養状態や発育

の改善に対応した、新たな看漫婦の酉己置基準が求め

られる。現在は直接処遇職員の3分の1以上が看護

婦でなければならないとされているが、「中悶報告」

では、乳児2〔〕人以’ドの乳児院には2人、10人増すごと

に1人の看磁婦を配置することが必要とされている。

（3）児童指導員の配置

　処遇困難な事例への対応、早期の家庭引き取リを

めざしての親や児童オn談所、あるいは地域の社会資

源への連絡調整、地域子育て支援活動の展開のため

には、心理指導貝やケースワーカーなどの専門職貝

が不可欠といえる。この「中聞報告」では「児敢指

導貝」という表現になっているが、内容ll勺には心〕到｛

指導貝やケースワーカーを指していると考えられる。

　この「中川報告」は、「将来構想」以後の乳児院を

取り巻く状況の変化、特に「児市の権利に関する条

約」の批准・発効を踏まえて検討されているもので、

「EIP．｝giの家庭引き取り」を処遇日標として明記する

など、意義ある内容を盛り込んでいる、，

まとめ

　「将米構想」および「最低基準改iErl1川1報告」は

いずれも現行の施設体系を踏まえて乳児院の近未来

像を検討したものである。「将来構想」は、乳児院の

本来機能としての乳児養育機能の充実を前提としつ

つ、乳児院の「地域の了育て支援機能」の拡充を強

調した形で今後の乳児院の方向性を示したものとい

える，，「ilk，　fik．　」占ttS…改｜EtllilS］報2F」は、「将来構想」を

踏まえ、乳児院の養育機能と家庭支援機能を充実さ

せるための条Wを提示しているとみることができる。

したがって、これらttつの報告再がN［／hl補完rl勺に乳

1∬界の児童とけ性

児院の近未米像を示しているということができよう。

さらに、乳児院における養育内容の向上をはかるた

めに「乳児院養育指針」の策定が予定されているこ

とを指摘しておこう。特に保母・看護婦といった直

接処遇職貝の資質向上のために「保育看護」という

新たな専門性の確立が求められよう。

　乳児院に限らず、地域福祉はどの施設においても

刈’応しなければならない課題といえる、，例えば、IU

r保健法の改il：．により、平成9年度から健診など身

近な対’人サービスは市町村で行うことになるととも

に、保健と禰祉の連携が求められている。そのなか

で乳児院は医療・保健・福祉を総合した形での受け

1｜11となりうる唯一の施設であり、しかも24時間対応

可能な施設でもある。地域における子育て支援活動

の中核に乳児院が位硫づけられることを指摘してお

きたい。

　さて、これらの報告書に示された乳児院の近未来

像はたしかに今後の乳児院の方向性を示していると

考えることができる、，しかし、ここに示されている

のは、現行の施設体系を前提とした近未来像である。

現イ1：すでに児童福祉施‘没体系の枠組みそれ白体を検

討する必要があるように思われる。そういう意味に

おいて、子どもの＝一ズに応えていくように、施設

種別の枠を越えた議論が必然といえる。その際に、

乳児院では子どもの最沖の利益を考慮した処遇方針

の確立と、その馴nl性を明確にすることが求められ

よう。乳児院の側からは、他の入所施設だけでなく、

チどもの権利条約が求める里親委託をも視野に入れ

る必要があろう。

＊×献

｛tl‘」｝L会lrli｝‘1．1肋、源会・乳vetトi才11．協議会：ft．．？LtSG30tl，．史、，　IPSG

・全川村．会福［‘随議フぐ・乳り↓W柵協議会、凋Fc研兜委H会：乳り己院の1｜↑料㍑

，也について一地班（．二おけゐ’f’ffて支援センター化　．1991

・イ＼｜kl乳児福鮒協δ轟会乳児院の運儂：］’に関・1’る研究会：乳児院放f氏」よ褐↓・改正

中則搬告．19il4
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母子寮の近未来像を読む
特

児童福祉施股の近未来像を読む

麟麟社籔絨離

1．母子寮の今日的状況

　母子寮は、児童福祉施設のなかにあって、母親と

子どもが入所し、子どもだけではなく、母親も子育

てや生活上の支援を受けることができるという意味

で特徴的な施設である。しかし、戦前の民間母子「収

容」施設や救護法における対象規定は、災害時の対

策や貧困対策を基盤としたものであった。この流れ

は、敗戦後も継続され、当初Rb子寮は生活扶助を受

けている母子に宿所を提供する生活保護法における

保護施設として位置づけられた。ll召和22年の児童福

祉法制定とともに、母子寮は設置根拠法が変更され

ることになったが、こうした経緯からまったく新し

い施設として付：縦づけられることになったのではな

い、児童福祉施設最低基準規定における母子寮の部

分に、授産所の巡営が含まれることはそのひとつの

現れであるといってよい。母子寮が、戦争で夫と住

居を失った母親たちを支え、「屋根」と「仕事」を提

供することをその役割としたことは、当時の日本の

状況を考えれば容易に理角弔できる。

　戦後から今1．1に至る日本の社会状況の動きは、母

子寮がサービスを提供すべき［lj：帯に大きな変換をも

たらしてきた。第一一に、母子．ll1：帯形成亘艮由が戦争・に

よる配偶者との死別を主とした時代から、1970年代

後’トにいたって生別世帯が死別世帯を．止匝1り、その

後この傾向が定着していることがあげられる。第二

に、牛別による母子世帯形成過程で、特に女性と子

どもにさまざまな生活．上のストレスが及ぷ場合が増
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加してきていることも指摘できる。第三に、’女性の

貧困化現象のなかで、戦後直後とは異なった様相で

の貧困問題に女性が1【〔而していること、第四に子育

てそのものが「社会化」されてきていることである。

一方、変化をしていない部分、すなわち・i，Y子世帯が

ひとつの世帯類型として理解されるべきであるにも

かかわらず、母子世帯への杜会的差別が払拭された

わけではないことも見逃すことはできない。これら

の状況が重なり合うなかで、母子寮に入寮する世帯

も、そのニーズを変化させてきたといえる。「母子寮

入寮者の質的変化」は、やはり70年代から指摘され

てきたことである。

　母子寮の現況について、いくつか具体的な数字を

確認しておこう。IV子寮の利川者は、1950年代後半

の3万4千人から現在は1万2千人を下回っており、

施設数もピーク時の652施設から313施設まで減少し

てきている。また、設定された定貝を恒常的に割り

込み、暫定定貝すら満たせない施設も少なくない．

こうした数字から、母子寮はその時代的役割を終え

て、やがて消滅していく途をたどっていると判断す

れば、それが近未米像ということになるであろう。

しかし、［り子寮の社会的意義を認める立場から、い

くつかの改革を視野に含めた近未来像も提示されて

きている。

2．母子寮の近未来像をめざして

全田母子寮協議会（以下、全母協）は、1970年代



｜1ヒ界の児従と肚他

後半から「あるべき」1吾ナ子寮を模索してきている。

全母協は、ユ979年から92年にかけて、79年「あるべ

ぎ母子寮の姿」、85年「・母子寮改善についての提言」、

89年「これからの’母子寮の基本的方向」、93年「『母

子寮の機能』機能強化担当者会報告」と内部委貝会

による報告を行ってきている。この一連の報告のな

かでは、母」：寮機能として表1のような事項があげ

られている。

　これらの報告を比較してみると、若十の重点の相

違はみられる。例えば、89年報告ではアフターケア

が地域に開かれたセンターに含まれ、93Sf．報告では

ひとり親家庭および一般家庭支援に含まれるようで

ある。また、93年報告の心身に障害をもつ母子に対

する援助は、89年報告では家庭生活を指導援助する

機能のなかにその記述がみられるなどである。しか

し、基本的には一・・　；．11’した機能が志向され、これに伴

う職貝の質lll二ともの充実、居住空間の整備拐1充が提

唱されてきた。

　運営而での提言では、89年報告に着f．【すべきであ

ろうmこの報告では、「母子寮運営の今後の課題」の

なかで、公立R∫子寮について民間活力の導入の可能

性を示唆するとともに、1ψ子寮の機能分化と母子寮

と関連施設の併設による多日的利川を課題としてあ

げている。機能分化とは、入所者の特に母親の状況

に応じた機能を模索するものであり、関連施設の併

設については母子福祉センターや母子健康センター、

小規模保育所、児童館、自立職能訓練施設、パート・

バンク、職業安定所の分室、コミュニティ・センタ

ー などが構想されている。

　さらに、全母協は94年、特別委貝会報告として「家

庭・家族の拠点をめざす」を出している。特別委貝

会では、母子寮長の意識調査を行うとともに、89年

報告をさらに．一歩進めた母子寮の近未米像を提言し

ている、、報告は、まず運営形態について明確に公立

施設を児童福祉施設の経験のある杜会福祉法人に委

託すること、居住環境の改善、セラピストや精神科

医の（～〔門職貝の配ii¢などをあげるとともに、モデル

ド｝子寮をあげて近未来像を探っている。モデル母子

寮は、i｝±子寮の基本的サービスに加えて、家族支援

事業（仮称）として、相談事業、家事’育児トレー

ニング事業、宿泊保護事業、学竜保育・夜問養育りc

業、地域交流事業、保育室利用事業を行うことが構

想されている．これらのサービス個々の紹介は紙幅

の関係で1別愛せざるをえないが、いずれのサービス

も・母子寮を拠点とした地域に対する子育て支援を日

指したものといえるだろうn［｝1子寮の機能分化論が

表1．全母協報告にみる母子寮機能の模索（1994年特別委員会報告までの流れ）

1979年報告 1985年報告 1989年報告 1993年報告

1．家庭生活の補完的、相1啖 1．家庭生活を補完援助『引“る 】，児巾の健令育成と乳幼児 1．家庭生活を補完し支援

機関的援助 2．児f匠の健全育成のための 保育の補完 （援助）

2．児童の健全育成のための サービス 2．家庭生活を指導援助する 2．心身に障害をもつ母狩に

サービス 3，緊急保護 3，安心感のある）’｝住環境提 対するWI｝的援助

3．安心感のある住宅提伊、 4．安心感のある住11）｝提｛▲じ 供の機能 3．安心感のある住居」泉境提

4．緊急保漫 5．コ三」Lニティ・センター一 4．緊急一時保護施設として 供

5．コミュニティ　・センター 機能 5．地域に聞かれたセンター 4．緊急保巡

6．退寮母r・に対するアフタ 6．退寮母rに対するアフタ 5．関述機関との連携

一 ケア 一 ケア 6．規r関係の調整

7．ひとり親家庭および．’般

家庭支援
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94年報告では読み取れないことは、89年報告との相

違として着目しておく必要がある。

　母子寮については、社会福祉の研究者からもいく

つかの発言がなされてきた。そのなかで、古くは母

子寮を生活指導と緊急保護を行うタイプと、住宅提

供を主として行うタイプとに分類することを提案し

た副川レポートがある。また、近年では今後の母子

寮のあり方を展望したものとして、111崎を研究代表

としたレポートに着目すべきであろう。この報告で

は、21世紀にむけて母子寮があるべき姿を展望する

際の中長期的な課題として、次のような諸点をあげ

ている。第一に、母子寮を児童福祉施設としてでは

なく家庭福祉施設として位i置づけ、この線で父子世

帯に対する支援も含めた地域の子育て支援センター

機能を付加することが提言されている。第二には、

シェルター機能の強化であり、このなかでは女性に

対’する支援も展望されている。第三に、母子寮運営

については、プランチ方式やグループホーム方式が

検討課題とされている。こうした課題実現のために、

現在の法制を児童福祉から児童家庭福祉へと見直す

必要性が述べられている。この報告でも、公立母子

寮に対する民間活力の導入が示唆されるとともに、

杜会福祉法人の合併、機能強化を図る場合があって

もよいとされた。

3．屋根対策から児童福祉施設、そして家族福祉施

　設への展望

　母子寮は、戦後対策という性格の希薄化と、・B｝子

世帯の形成要因変化とに並行して、その社会的存在

意義が問われるようになった。この経緯のなかでは、

母子寮の「近未米像」は、1970年代から模索されて

きたといえるだろう。屋根対策という観点からすれ

ば、公営住宅の拡充にともなって、居室面積や諸設

備について、1り子寮が公営住宅のそれを1こ回るケー
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スは少ないといってよい。また、今後老朽化した母

子寮の改築において、居住環境をむしろ一般世帯を

上回る水準で整備することが目指されるべきである

としても、全休の供給量からみて、・母子世帯の「屋

根」としての母子寮の役割はすでに終わっていると

考えるべきである。ただし、緊急時に居所を即時的

に提供することは公営住宅等では困難なことから、

緊急一時保護との関連では、この部分の役制を積極

的にとらえるべき側而もある。

　先年n本でも批准された兇童の権利に関する条約

は、児意の最善の利益を保障する観点から、家族の

子育てを国や社会が支援するというこれまでの国際

理解を継承し、それを実際の社会的施策に具体化し

ていこうとする条項を含んでいる。これまでのB本

の児童福祉施策のなかでは、親がなんらかの事情で

子の養育が困難になった場合、在宅型の支援施策を

十分に準備してこなかった。また、親子分離型の施

設には歴史的にも誇るべき実践の積み重ねがあるも

のの、親子が通所あるいは宿泊するタイプの施設は、

一部の障害児関係施設を除いて、ほとんど考慮され

てこなかったといってよい。欧米の例をひくまでも

なく、児童のウエルピーングを考えれば、家族をも

祝野に含み込んだ援助とそのための施設が準備され

る必要がある。

　親と子のニーズに応じて、在宅型、通所型、宿泊

型、親子入所型、親子分離型といった施策を養育支

援として準備することを構想した場合、母子寮は、

VLIW：を親から分離せずに家族による養育を支えるこ

とができる施設となる。さらに、欧米型の施設とは

異なり、必要があれば相当程度艮い期間で支援を展

望することもできる。この機能は、児童福祉施設と

してむしろ国際的にも特徴ある施設として積極的に

位置づけてよいだろう。里親制度が進展しにくいll

本の状況のなかで、親と子が同一空間に戊醤住し、一



定のサービスを受けることができる母子寮は、児童

養育の継続性（パーマネンシー）という観点から児

童福祉施設として中核的な役割を拠ってよい施設で

ある。この方向での児童福祉施策は、親へのかかわ

り、家族全体へのかかわりを含むことになる。1舐子

寮が地域で生活する家族全体、そしてひとり親世帯、

とりわけ母子世帯への支援に日をむけていくことは

当然の帰結であり、子育てを行っている家族の状況

からしても求められていることでもある。これ．まで

紹介した諸報告にもみられるように、母子寮は、そ

の近未米像としてR）と子を家族として支え、あわせ

てその機能を地域にもさまざまな形態で提供する施

設を展望することになるであろう。

　妓後に、上記のような母子寮の近未米像が、近い

将米現実像になるためのいくつかの課題のなかから

特に3点あげておきたい。第一に、母子寮標準機能

の確立である。94年報告は、「利用する母子111：帯の立

場に立って、利用したい施設に改稗」される必要性

をうたっている、、建物設備の拡充など個々の母子寮

だけでは取り組めない課題があるとしても、そこで

生活することによって1‘｝：受できるサービスについて、

どこの母子寮に人寮しても一定レベルが保障される

という標準が示されない限り、積極的選択がなされ

る可能性は少ない。足下を固めないで「ばら色」の

未来を思い描くことや、行政等の無理解を指弾する

ことはできない。

　第二に、削‘！］治療機能に対する「幻想」の排除で

ある。現在の措置費制度は、「治療施設化」すること

で、職貝の配置など物理的条件が向ヒする構造であ

る。また近fF、母子寮には心身に障害を有した母r一

の人所が増えてきていることも事実である。したが

って、心理職の配置などは必要であろうし、母子寮

が物理的にも、処遇的にもこうした“」一・r一に対’応でき

るよう体制を強化することは求められるだろう、，し

111／　，hLの児疏と母w

かし、母子寮が心身に障害を有した母子の専門治療

施設を展望することと、前述の事柄は直結するわけ

ではない。300を少し越えた配置状況の母子寮が機能

分化していく方向をとるならば、母子寮はますます

地域住民からはアクセスしにくいものとなるであろ

う。また、例えば将来的に障害者のグループホーム

に家族型が付加され、病院の周辺に暮らしながらナ

イトホスピタルなどのシステムを利用する方式が展

開されてくれば、母子寮が障害を有した1竜1子の処遇

を提供する必然性は希薄になる。ここに母子寮の「生

き残り」をかけることは、母子寮利川のニーズがあ

りながら、しかし「選択していない」広範な潜在的

利用層を排除し、むしろ現在の母r・寮の存立を危う

くする危険性があると思われる1．専門的治療は、止

活の場が他にあってこそ有効でもある。これまで、

述べたように母子寮が家族福祉を展開するコアとな

る施設を展望するならば、機能分化やW『治療施1没

とは異なった道筋が準備されるであろう。

　第三に、児童福祉改革とそれに付随する他種別の

児派福祉施設改革は、やは「〕家族を視野に含めたも

のとなっている。特に他種別施設の改革案について

は、これを母子寮の「権益」を守る立場からではな

く、母子寮も含めて児童福祉施設が共通して提供で

きる機能はなにか、連携のなかで炎現すべき機能は

なにか、施設そのものの統合も含めて考えるべき課

題があるのかどうかなど、全体の1議論のなかで検討

する視座が必要となるであろう。

半夢杉文献

全1｜」協　　各沓1告のはか

・弓掛IE倫　「弱ミ1護施‘没の・lff来展守｛」「r一どもと家庭」第2H巻第7号　［］本

児食川旭1悶査会　’杓火：stl・1〔1月

1‘11111t．・li…也　　「1｝｝引lt帯の牧的変化に対応した新しいiu　r・隔祉施策に脚rl

る研兜　．．母子寮の現状と今後の課題　a昭和50flモ度厚山↓ノL学研究報ti；・

1‘｝

lllth念Xじt　r　「21tH／紀をy）ざ『f°‘L｝「寮’s（～，　　とも1二’L）、ともに「’V：

ぴ合う母とr一の拠点一」‘1［成5tT1度厚生C＞学研究報告iヰ

21



教護院の近未来像を読む
児童福祉施設の近未来像を読む

　　　　　　　　　　　　　　の　　だ　まさ　と

花園大軸酬群部助搬野田正人

1．はじめに

　他の児童福祉施設1司様、教護院もその存続を問わ

れるほどの危機に直而しており、変革とそのオリエ

ンテーションとしての未来像を求められていること

は間違いない。しかし、その危機状況の現れ方には、

教護院特有の事情が存在する。

　例えば、定貝開差と呼ばれる、入所児童の減少問

題がある。教護院の定貝に対する入所率は1990年以

来、約40パーセントという状況が続いており、今後

なお減少する可能性をもっている。養護施設の場合

には、入所児童数の滅少は施設の経営面を圧迫し、

施設の存続を危うくする。

　しかし、教護院の場合には、全国57施設中、法人

立は2施設だけであり、他は公立で、2施設は国立

である。そのため入所児童数の減少が直接に経営の

危機として現れるわけではないが、教護院制度の兇

直しや運営形態の変更といった、政策変更となって

現れる。

　教護院の職員にとっても、施設の危機が、雇用、

生活の危機とは直接には結び付かない。施設長等の

管理職も、法人施設のように施設経営を自己の終生

の事業と考える場合より、公務貝生活の終局点に近

いある時期、教護院という児童福制：行政の中では非

常に特殊な形態を有する施設で、その施設が抱える

課題について、ひと働きしようという姿勢の場合の

ほうが一般的なように見受けられる。

　誤解のないようにお願いしたいが、教護職貝が、

施設は倒産することはないし、万一廃止になっても

自分たちが路頭に迷うことはないからといって、危

機に鈍感であるといっているのではない。むしろ教

護職貝のすべてが、教護事業について高い問題意識

を持っており、現状が抱える課題への対応と、ある

べき教護院への検討は続けられている。このことは

多くの教護職貝にとって、教護院が職場であると同

時に、職員自らの生活の場であることから、より強

く現れているということができる。

　しかし、その検討’は、そもそも現状をいかに認識

するかという出発点においてまず混乱があるため、

有効に行われているとは言いがたい。議論は活発に

行われていると感じているが、後述する公教育の導

入問題に関して以外、積極的に外に向かって意見が

まとめられたものは、見当たらない。

　本稿で与えられた命題は、教護院の将来像である

が、むしろその像が見えてこない理由と、将米像を

つくりあげるための出発点と思われる課題を提示す

ることでお許しをいただきたい。

　全国57の教護院には、57通りの処遇があるといわ

れる。各寮舎によっても、処遇は全く異なるため、

57を数倍する種類の寮運営力寸行われていると思われ

る。
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2．現状と課題

　現在、教滋院が直面している課題を大別すると、

実際に教護院で行われる処遇に関して生じる課題と、

教護院という施設の設哉目的やあり方を問題とする、

制度政策的な課題とに区分できる。もっともほとん

どの課題は両者にまたがっているのであるが、前者

に含まれるものとしては、

（1）r一どもの変化、非行の変化、さらに、その背景

としての家庭の変化など、処遇♪橡自体が、時代状

況として変化していることに、どのように対処する

か

（2）心身の障害を抱えた子どもたちの人所が見られ、

そのようなニーズに、どのように対処するか

（3）高齢入所児が増加しており、その処遇、特に進

路指導をどのように行うのか

（4）退院後のアフターケアをどうするのか

（5）家庭との連携をどう行うか

（6）集団処遇を基本としてきたが、今後の処遇内容

をどう考えるか

（7）子どもの権利条約をどう実現するか

などであり、後者として．

〔L）小舎夫婦制を原形としてきたが、今後の処遇形

態をどうするか（現在小舎失婦制を採mしている教

護院は約半数である）

（2）学校教育との関係をどう整理するか。特に学籍、

教育内容、高校進学など

（3）週40時間という労働時閾に対応した、労務管埋

形態をどうするか

（4）適切な」織貝櫛保と、その研修をどのように行う

か

などがあげられる。

　またこれらの課題から複合的に発生するものとし

て、入所定Uの減少という前述の課題がある。

iil界の児巾とILIfl

3．教護院での識論の困難さ

　平成3年3日、全国教護院協議会（全教協）が、

「教護院に公教育を導人することについての要望」を

とりまとめ、厚生省児．童家庭局長に提出できたのは

稀有な例であろう。この要望の方針に施設や職貝の

中で異をll呂える向きがないでもないが、それを乗り

越えてまとめることができたのは、平成2年3月に

日本弁1漫士連合会が「教漉院にある児童の教育を受

ける権利に関する意扇駈で、教護院の学習につい

ては違憲の疑いがあるとの見解を発表したことが、

大きな外圧として作川したからであろう。

　この全教協の意見をまとめた、全教協公教育導入

検詞’専門委貝会委貝長であった松田逸男氏は、同委

貝会で「議論百出意見錯綜が長時間」続いた理山を、

教護院の学習についての「内i∫li的なものと外而的な

もの、言い換えればハード而とソフト面をこっちゃ

に議論したため果てしなく続きました。」と報告して

いる（全教協「非行問題」196号　1992年）。

　このように教護院について論じようとするとき、

必ず制度政策i了liiと処遇而についての混乱が生じ、し

かも制度政策面に限定しても、そこではまさに譲論

百出となる。しかし、大きな外圧が加わると、相当

な結束力を発揮して、意見を集約できることを示し

た川来事でもあった。

　なおこの問題は、厚生省と文部省とにかかわる謀

題であり、厚生省としては法改正に至らぬまま、現

場レベルでの改革を待つということになっているよ

うであるtt

4．教護院の設立目的

　教弛院の将来構想が立てにくい理由として、現状

の課題の多様さ、課題の未整理などを指摘してきた

が、私は将米構想の構築が困難な最大の理山として、
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教護院の設立目的についての認識の混乱をあげたい。

　教護院について、児童福祉法44条は「不良行為をな

し、又はなす虞のある児童を入院させて、これを教

護することを日的とする」と規定する。今日このよ

うな規定は現実のニーズとも合わないし、ラペリン

グ、すなわち非行施設に入るのは非行少年であると

いフラベルを貼ることになり、そのことでかえって

立ち直りが困難になるといった考え方もなされ．る。

　平成6年2月16日付、中央児童福祉審議会家庭児

童健全育成対策本部の「児童の健全育成に関する意

見」も、同条の「不良行為」「虞」「教護する1等の

用語の変更と、あわせて教護院の名称と処遇方法の

近代化の検討を具申している。

　教護院を非行専門施設から脱皮させようという主

張には、二つの流れがあるように思われる。ひとつ

は、教護院の現場側から、定貝開差を主たるきっか

けとして主張されるようになったものであり、他の

ひとつは、児童福祉施設の再編成を検討する行政担

当者や研究者らの、教随院の生活に根ざした刷」ll性

に着目した児童福祉施設の機能再編の主張である。

　前者は施設存続の危機感を背景としており、後者

は教護院の持つ学習と労働をも含む、全生活領域で

の処遇力から発した要望でもあろう。

　ところで、約百年前の池上雪絵、留岡幸助らに始

まる感化教育事業は、制度上、感化法、少年教護法、

現行児童福祉法と姿は変えっつも、教護院とその前

身を、非行児を対象とした施設と考え、存続させて

きた。しかし、非行児を対象としつつも、その処遇

は刑事政策の姿勢はとらず、懲治場や矯正院、少年

院へと連なる少年の矯正施設とは一線を画して、子

どもの教育と福祉を重視して展開してきたのである。

　このような教護院の歴史を踏まえて、今日の教護

院の設置目的の変更を考えるなら、それが教護院の
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歴史にとってt非行との決別という、重大な1岐路に

立っているといわざるを得ない。たしかに、これま

でも教護院は非行とはかかわりの薄い子どもたちを

多数受け入れてきた。しかし、教護院が入所する子

どもについて、必ずしも非行を前提としないという

ことは、次に述べるように、まったく別の問題を含

んでいる。

5．非行専門施設としての教護院

　教護院はその機能や処遇において、非行にかかわ

る施設であるがゆえの特徴を持っている。例えば、

都道府県に必置とされていること、戦後すぐから公

立施設を原則とされてきたこと、強制描置をとるこ

とが可能とされてきたこと、家庭裁判所からの少年

法による送致が一定数あること、義務教育段階でも、

施設外の学校には通学させないことを原則としてい

ることなど、実に多数の項目に及ぷ。そして、今日

教護院の抱える課題とされるものの多くが、そこに

含まれる。

　非行施設（この言葉自体が、刑務所や少年院、少

年鑑別所などを連想させるが、ここでは処遇内容で

はなく、設概目的に限定して使用する）の特徴は、

ある種の強制力を有するかどうかにある。非行を明

確にすることは、それが社会や本人を害する行為で

あるため、非行を契機として、国や祉会が本人の意

に反しても、本人や保護者に介入することができる

ところにあると考えている。

　非行をΨ門とする施設の特徴を列記すると、次の

ようになる。

（1）非行を契機として、当・事者に強く介入すること

が可能であり、入退院も当事者の完全な自由ではな

いn

（2）場合によっては、子どもの権利の一部が制限さ



れ．ることもある。

（3）自川を制限される反而、厳格な適IE千続きが求

められる。

　それに対して、非行施設ではない一・般の児童福祉

施設の場令には、最近の福祉の特徴のひとつである、

保1漫ではなく選択的福祉という考え方に従うことが

is∫能であり、施設の入退院は全く白山である，，子ど

もの権利を制限することは許されず、そのかわり厳

格な適正予統きは特に求められない、，

　義務教育の学校を例にとると、教護院に入院した

子どもは、必ず教護院内で学習しており、それは近

くの学校の分校や分教室の形式をとっていたとして

も、施設内ということは変わらない。そして、本米

通学すべき学校に学籍が残せなかったリ、教護院内

での教育が文部省のいう学校教育に適合しないとい

ったことで、問題が生じている。しかし、養1護施設

との比較で考えるなら、本米子どもは施設のある地

域の学校に通学すれば良いはずである。養護施設の

子どもたちは、施設の所在地の学校に通学している

し、教護職貝の子どもたちも地域の学校に通学して

いるのであるから、教謹院の子どもたちがそこに通

わないことには、なんらかの理川が必要である。

　また、教護院内での禁止事項についても同様であ

る。男女交際を全く許していない施設は多いと思わ

れる、，デートをするなどはもちろん、手紙の受け渡

しですら、厳禁としているところか多いのではなか

ろうか。

　このようなことが許されるのは、教弛院が家庭で

生活したり、嚢…1漫施設で生活するr一どもとは．異なる

三1享情、つまり不良行為をなす傾向（非行性）を有す

るからではなかろうか，，

　反而、健全育成を理巾に、厳格な手続きを緩和さ

れている例も多い。無断外泊がそうである。トンコ

lll雛の児小．ヒ母竹

などともll乎ばれるこの無外は、教護職貝にとっては、

日信を失い、叩きのめされたような脱力感におそわ

れる、ショックな出来事だという。たしかに息子に

家出されれば、同様の気持ちにもなるだろう。問題

はその後で、何ヵ月も立ち回り先や盛り場などを捜

し回り、発見したら子どもの気持ちにはお構いなく

教1護院に連れ帰る。これは教護院では当然の行為で

ある。しかし、少年院では逃走後48時間経過した場

合には、家庭裁判所の出す逃戻状がなければ、連れ

戻すことは許されない。このように施設の権限の限

界を明らかにしている。（少年院法14条）

B．まとめ

　非行施設か否かは、相当はっきりした対立関係に

あるはずであるが、教滋院は非行施設としての側而

と福祉施設としての側面を、あまり意識せずにうま

く調和させてきた。しかし、ここにきて社会の変化

や、それに伴う当事者の意織の変化などにより、新

たな調和の図式を描かなければならない時期にきて

いる。

　特に子どもの権利条約の批1化は、これまでの教護

院のあり方を根底から問い直すきっかけになりそう

である。また弁1護［．：会が行うさまざまな行事での報

告や、作成出版される文献なども、最近のものは正

しくト分な理解と見識に立ったものが増えている。

さらに、厚生省や関係団体などから指摘される意見

も、教護院の変’1‘を意図したものが多く、これらが

外圧となって、教護院内部での’議論も・一層1舌発にな

るものと思われる、，

　教、1隻院の将米構想の論点をまとめるだけでも、相

当時問のかかる作業であろうが、教護院が非行施1没

としての道を歩むのか、その道を捨てるのかを最初

の軸に据えて、関係者の実りある議論を期待したい。
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